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１ 業務の目的 

  本市では、市民の利便性や快適性を向上させるため、公民連携による多様

な取組みを推進している。公民連携地域課題解決支援業務は、市民サービス

の向上や、イノベーションによる新たなビジネスの創造を目的として、市民

ニーズや地域が抱える課題を市が提示し、市と民間事業者等が協働で実証実

験（協働事業）を実施するものである。 

  本事業を効果的・効率的に行うため課題解決を成し得る民間事業者等の募

集、選考、マッチング支援、実証実験（協働事業）におけるファシリテート

及びプロジェクト管理を的確に行うことができる支援事業者（以下、受託

者）を公募型プロポーザル方式により選定する。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

    公民連携地域課題解決支援業務 

 （２）業務場所 

    安城市内 

 （３）業務内容 

    公民連携地域課題解決支援業務仕様書（別紙１）を参照 

 （４）事業期間 

    業務締結日の翌日から令和５年３月３１日 

 

３ 選定方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 委託料の上限 

  ５,５００千円(消費税および地方消費税を含む) 

 

５ プロポーザルのスケジュール 

（１）公告          令和４年４月 １日（金） 

（２）質問受付期限      令和４年４月 ８日（金）午後５時 

（３）質問事項の回答     令和４年４月１５日（金） 

（４）提案書提出期限     令和４年４月２６日（火）午後５時（必着） 

（５）プロポーザル審査会   令和４年５月１０日（火） 

予備日 ５月１２日（木） 

（６）審査結果通知      令和４年５月１７日（火） 

（７）契約締結        令和４年５月中 



６ 参加資格 

参加者は、次のいずれにも該当する場合、参加資格があるものとします。 

（１）提出書類の提出期限から契約締結日までに、安城市工事請負業者等に係

る入札参加資格停止要綱に基づく入札参加資格停止の措置を受けていない

こと。また、安城市契約規則第５条第３項に基づく競争入札参加者名簿

（物品・その他委託）に掲載されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当する者でないこと。 

（３）会社更生法、民事再生法による手続きを行っていないこと。 

（４）通知の日から業務提案書の提出期限までの期間において、「安城市が行

う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年３月３０

日付け安城市長・愛知県安城警察署締結）に基づく排除措置を受けていな

いこと。 

 

７ 業務及び本プロポーザルに関する質問及び回答 

   本プロポーザルに関する質問の受付及び回答方法は、次のとおりとしま

す。なお、審査及び評価に関する質問及び回答に対する再質問は、一切受

け付けません。なお、質問の回答は本要領及び公民連携地域課題解決支援

業務仕様書（別紙１）の追補とします。 

（１）提出方法 

ア （４）提出先に記載のメールアドレスあてに電子メールで提出してく

ださい。なお、電子メールを送信した旨を電話連絡してください。 

イ 件名は「【提案者名を記入】公民連携地域課題解決支援業務質問書」と

してください。 

ウ 質問にあたっては、様式４を使用してください。 

（２）提出期限 

令和４年４月８日（金）午後５時まで（必着） 

（３）回答方法 

   令和４年４月１５日（金）までに、安城市ウェブサイト「望遠郷」にて

公表します。 

（４）提出先 

   〒446-8501  安城市桜町１８番２３号 

安城市企画部健幸=ＳＤＧｓ課 公民連携係 木村 

Ｅ－ｍａｉｌ kikaku@city.anjo.lg.jp 

 

 



８ 提案書の提出 

（１）書類提出方法 

提案書は、安城市健幸=ＳＤＧｓ課公民連携係まで持参又は郵送してくだ

さい（書留郵便に限る。提出期限までに必着）。郵送の場合は、送付した旨

の連絡を末尾記載の問合せ先に電話連絡をしてください。持参の場合は、

持参する旨、事前連絡を末尾記載の問合せ先に電話連絡をしてください。

なお、郵送時の事故等により、提出期限までに届かない場合、本市はその

責を負いません。 

（２）提出書類 

  ア 業務提案書（様式１） 

  業務提案書（様式１）の添付書類の内容については、任意様式Ａ４判

とし、両面カラー印刷で１０枚以内（２０ページ）としてください。添

付書類作成の際は、評価基準（別紙２）に示してある以下の点を明確に

記載してください。 

  イ 業務実績一覧（様式２）及び様式２に記載の業務実績がわかる書類の

写し 

ウ 業務担当予定者の経歴等（様式３） 

※業務実績を証明する資料の添付は必要ありませんが、確認させてい

ただく場合があります。 

  エ 見積書（任意様式）見積り内容をできる限り詳細に記載すること。 

※消費税および地方消費税を含んだ金額とすること。 

  オ 会社概要（個人の場合は事業概要） 

 

（３）部数 

（２）提出書類のアからオを順に並べ、長辺２点をホチキス止めして７部

提出してください。 

（４）提出期限 

   令和４年４月２６日（火）午後５時まで（必着） 

   

９ 提案者の選定 

（１）選定委員会の設置 

ア 安城市プロポーザル方式試行要領第７条に基づき、企画部長を委員長

とする選定委員会を設置し、審査を行います。 

イ 選定委員会の委員は、行革・政策監、健幸=ＳＤＧｓ課長、健幸=ＳＤ

Ｇｓ課課長補佐、健幸=ＳＤＧｓ課公民連携係長とし、委員長を含む５名

で審査します。 



（２）審査結果 

ア 選定委員会の選定を受けて、最も優秀な提案者を優先交渉権者として

決定します。 

イ 優先交渉権者の決定後、審査結果を提案者に個別に電子メールで通知

します。 

ウ 審査結果のメール通知後、安城市公式ホームページ「望遠郷」で結果

を公表します。 

エ 審査結果についての異議申し立てはできません。 

（３）プロポーザル審査会 

ア 日 時  令和４年５月１０日（火） 予備日：５月１２日（木） 

イ 場 所  安城市役所 

ウ 説明時間 ２０分以内としてください。質疑応答の時間は説明時間と

は別に１５分とします。 

エ 説明者 

説明者は、本業務を実際に行う担当者が行うこととします。担当者に

加えて担当以外の者が行うことは差し支えありませんが、出席者は２名

以内としてください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、ウェブ（ＺＯＯＭ）により実施するものとします。 

  オ プレゼンテーション用資料 

    プレゼンテーションは、提出した業務提案書（様式１）及び添付書類

をもとに実施してください。オンラインでプレゼンテーションを実施す

るため、提案内容をパワーポイント等に抜粋して使用することは差し支

えありませんが、審査会終了後にパワーポイントのデータを電子メール

にて提出してください。 

カ その他 

審査会の案内及びウェブ会議のためのＵＲＬ、ミーティングＩＤ、パ

スコードについては、令和４年４月２８日（木）１７時までに応募者宛

に電子メールで通知します。 

１０ 評価基準 

（１）評価基準は、別紙２「評価基準」のとおりです。 

（２）選定委員会の各委員が各提案についてそれぞれ審査を行います。 

（３）審査方法は、委員ごとに評価し、その合計点が高い順に順位をつけ、

第１位とした委員を最も多く獲得した事業者を候補者、２番目に多く獲

得した者を次点者として選定します。ただし、同数の場合は、各委員の

合計点を集計した点数（総合計点）がより高い者を候補者、他方を次点

者とします。 



    総合計点が同点の場合は、今回の見積価格がより低いものを候補者と

し、次に低いものを次点者とします。 

    なお、候補者が辞退した場合、又は候補者がその資格を喪失した場合

は、次点者を候補者とします。 

 （４）辞退をする場合は辞退する旨を記載した書面（任意様式）を令和４年

５月１３日（金）までに提出してください。 

 

１１ 優先交渉権者決定の取り消し 

次の要件のいずれかに相当する場合には、決定を取り消すことがありま

す。 

（１）参加資格があると偽った場合又は参加資格を失った場合 

（２）提案書に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

１２ 失格の条件 

以下の条件に該当する場合は失格になることがあります。 

（１）提案書等に不備、不足があった場合 

（２）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（３）提案書に虚偽内容が記載されている場合 

（４）提案書作成のための業務仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（５）審査の公平性を害する行為を行った場合 

（６）提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合 

（７）見積金額が委託料の上限額を上回った場合 

 

１３ 契約の締結 

（１）選定委員会が選定した優先交渉権者と本市が協議し、委託契約に係る

仕様を確定させた上で契約を締結します。業務仕様書の内容は提案され

た内容を基本としますが、優先交渉権者と市との協議により最終的に決

定します。 

（２）契約金額は、協議結果に基づき業務仕様書を作成し、これに基づき改

めて見積書を徴収し決定します。なお、見積金額は上限価格を超えない

ものとします。 

（３）優先交渉権者と市との間で行う仕様の詳細事項について協議が整わな

かった場合には、審査結果において次順位の優秀提案者と協議を行うこ

ととします。 

 

 



１４ その他 

（１）提案書等作成に要する費用等、今回の応募に係る一切の費用は参加者

負担とします。 

（２）提出された書類は返却しないものとします。 

（３）誤字等を除き、提出後の提案書の追加、変更、差替え及び再提出は認

めません。誤字等軽微な修正については、事務局担当者へ事前に連絡し

たうえで修正できるものとします。 

（４）著作権の取り扱い 

ア 決定した事業者の提案書に係る著作権は、安城市に帰属します。た

だし、契約締結前にあっては提案者に帰属します。 

イ 決定されなかった事業者の提案書に係る著作権は、提案者に帰属し

ます。 

（５）審査結果についての異議申し立ては受けないこととします。 

（６）当該プロポーザル実施についての説明会は行わないものとします。 

 

１５ 問合せ・提出先 

   安城市役所企画部健幸=ＳＤＧｓ課公民連携係 木村 

   住 所  〒４４６－８５０１ 安城市桜町１８番２３号 

   電 話  ０５６６－７１－２２０４（直通） 

   ＦＡＸ  ０５６６－７６－１１１２ 

   Ｅ－ｍａｉｌ kikaku@city.anjo.lg.jp 


